
市内中学校 

１．策定の趣旨                              

中学校部活動における少子化や教職員の働き方の問題を踏まえ、令和４年１２月にス 

ポーツ庁及び文化庁が策定した「学校部活動及び新たな地域クラブ活動のあり方に関す 

る総合的なガイドライン」、及び令和５年３月に熊本県が策定した「中学校における学 

校部活動の指針」を受け、本市においても持続可能な部活動のあり方について幅広く聴 

取し、基本方針の策定を行いました。 

本方針においては、希望する生徒が自分のやりたいスポーツ及び文化・芸術活動に 

参加できる部活動の存続を念頭に、山鹿市の実情に応じた地域移行のあり方について、 

基本的な考え方を示すものです。 

 

２．山鹿市の現状と課題                              

【生徒数の減少】 

現在、中学校５校の令和６年度の生徒総数は１，２５０人となっており、平成２６ 

年度と比べ１６７人の減少となっています。また、令和６年度の部活動は、スポーツ 

系・文化系あわせて５３部あり、部員数の減少と偏りにより、単一校では大会参加が 

成り立たず、すでに一部の種目では複数校による合同部活動が行われています。 

【教職員の負担増】 

部活動を指導する教職員の観点からは、担当する部活動が希望以外の種目、また、 

休日の大会引率や指導などが、心身ともに大きな負担となっています。加えて、一部 

で実施している合同部活動では、練習時間や場所の調整等、環境整備にかかる教職員 

の負担が増大するという、新たな課題を生じさせています。 

【受け皿の整備】 

「地域移行」の受け皿となる団体について、クラブ経営の採算が取れない本市の 

ような郊外地域にあっては、民間クラブへの地域移行は現実的に困難な状況です。 

 

３．目指す姿と基本方針                                

【目指す姿】 

部活動の教育的意義を継承し、学校と連携しながら生徒が自分のやりたいスポー 

ツ及び文化・芸術活動に継続的かつ専門的に親しむことができる環境を確保、維持 

し、生徒の資質・能力の向上を図ります。 

【基本方針】 

①令和７年度から一部の種目について、休日における部活動の地域移行をモデルとし 

て先行実施し、条件や環境が整った種目から休日及び平日への地域移行を進めます。 

②現在ある部活動を、山鹿モデルとして新たに １市１クラブ「山鹿市 Jr.BUKATSU」  

（以下「山鹿市 Jr．」）を立ち上げます。 

③「山鹿市Ｊｒ．」の運営のもと一定数の部員と希望にそった指導者の確保に努め、持 

続可能な部活動環境を整えます。 

４．移行後のイメージ                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

５．今後のスケジュール                           

     令和６年度          令和７～８年度       令和９年度以降 
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